
 小田原市立小学校及び中学校に係る指定学校の変更に関する要綱等の一部改正に対

する市民意見の募集結果について 

 

１ 意見募集の概要 

政策等の題名 小田原市立小学校及び中学校に係る指定学校の変更に関

する要綱等の一部改正 

政策等の案の公表の日 令和７年 10 月 15 日（水） 

意見提出期間 令和７年 10 月 15 日（水）から令和７年 11 月 13 日（木）

まで 

市民への周知方法 意見募集要項の配布（市内公共施設、ホームページ、保

護者連絡配信システム、教育指導課窓口） 

２ 結果の概要 

  提出された意見は、次のとおりです。 

意見数（意見提出者数） 20 件（13 人） 

 インターネット            13 人 

 ファクシミリ            ０人 

 郵送            ０人 

 直接持参            ０人 

 

無効な意見提出            ０人 

３ 提出意見の内容 

  パブリックコメントで提出された意見の内容とそれに対する市の考え方は、次の

とおりです。 

 〈総括表〉 

区分 意見の考慮の結果 件  数 

Ａ 意見を踏まえ、政策等に反映したもの ０件 

Ｂ 意見の趣旨が既に政策等に反映されているもの ０件 

Ｃ 今後の検討のために参考とするもの 20 件 

Ｄ その他（質問など） ０件 

 

 〈具体的な内容〉 

 (1) 許可期間、学区に関すること 

 意見の内容（要旨） 区分 市の考え方（政策案との差異を含む。） 

１ 「一部の学校において児

童生徒数が増加してお

り、今後増加が続くと教

室の確保ができなくなる

おそれがある」ことへの

対策として今回の変更だ

Ｃ 学区については「新しい学校づくり推進事

業」で、検討していきます。 



けでは対処できない可能

性があると思う。 

小中学校の建替え、統廃

合などの議論のあること

も承知しており、その概

要もパブコメの参考とす

べきだと思うが、それが

ないので次の一点だけ指

摘したい。 

現行の学区と自治会区割

りに違いがあり、どちら

も一定の地理的範囲内の

人口をある程度揃える意

図があるのであれば、そ

の相違を解消すべきと考

える。旧市街地について

は複数の自治会が一つの

小学校学区に対応し、ま

た、かつて人口増のあっ

た郊外においては小学校

が新設されても自治会区

割りが分割されていない

現状は、今後の地域コミ

ュニティに関する議論、

コミュニティ活動や災害

時の利用を考慮しての学

校施設更新の議論の前段

階として整理すべきと考

える。 

２ 現在、自宅から近いもっ

とも近い学区外の小学校

に子どもを通わせてい

る。 

現状では、中学では距離

による学区外通学は認め

られていないため、自宅

から遠い中学校に通わせ

ることになる。 

いくら自転車通学が認め

られているとはいえ、雨

Ｃ 中学校における通学路の距離を理由とす

る指定変更については国の基準をもとに

「通学距離が６ｋｍ以上」としていま

す。 



が降れば徒歩で通うこと

になるので、45分以上か

かるようだ。 

安全面を考慮しても、中

学でも距離による学区外

の通学をぜひ認めてもら

いたい。 

３ 在学中に転居しているた

め、学区外の小学校に通

っている子どもがいる。 

５歳下の弟が来年小学校

１年生になるため、改正

後、２年生からは転校す

ることになる。 

学校は、勉学を学ぶだけ

でなく、先生といった、

親以外との交流、友人と

の交友の場であると考え

ている。１年間、せっか

く馴染んだ学校から「兄

が卒業したから」を理由

に転校させるのは、あま

りに子どもの人格を軽ん

じていると考える。 

要綱改正に反対する。 

Ｃ 小田原市教育大綱の４つの基本方針のう

ちの１つである「地域ぐるみで取り組む

教育環境づくり」をもとに、原則学区の

学校へ通学することをご理解ください。 

要綱の改正は令和８年４月１日を予定し

ており、令和８年３月 31日までの申請に

ついては、改正前の許可期間を適用しま

すので、ご意見のケースに支障はありま

せん。 

なお、説明資料「小田原市立小学校及び

中学校に係る指定学校の変更に関する要

綱等の一部改正について」で示した事例

「３ 兄弟姉妹同一校通学の許可期間【例

１】【例２】の「Ｒ８ .４月」は「Ｒ９ .

４月」の誤りでした。謹んでお詫び申し

上げます。この誤りによって通学できる

学校への影響はありません。 

４ 令和８年の４月で新６年

生と新１年生になる男の

子の孫がいる。 

兄は市内転居で、今は隣

の学区の小学校に通って

いる。要綱改正のルール

だと、令和８年度は２人

とも同じ学校に通える

が、令和９年度になって

兄が卒業したら、弟は転

校しないといけなくな

る。「小一の壁」という

言葉がある。小学校に上

がって１年で転校するの

は、子どもにとって影響

Ｃ 小田原市教育大綱の４つの基本方針のう

ちの１つである「地域ぐるみで取り組む

教育環境づくり」をもとに、原則学区の

学校へ通学することをご理解ください。 

要綱の改正は令和８年４月１日を予定し

ており、令和８年３月 31日までの申請に

ついては、改正前の許可期間を適用しま

すので、ご意見のケースに支障はありま

せん。 

なお、説明資料「小田原市立小学校及び

中学校に係る指定学校の変更に関する要

綱等の一部改正について」で示した事例

「３ 兄弟姉妹同一校通学の許可期間【例

１】【例２】の「Ｒ８ .４月」は「Ｒ９ .

４月」の誤りでした。謹んでお詫び申し



が大きく、かわいそうで

ある。 

小学校低学年の子を１年

で強制的に転校させるこ

とはやめていただきた

い。 

上げます。この誤りによって通学できる

学校への影響はありません。 

５ 令和８年の４月で新６年

生と新１年生になる男の

子の孫がいる。 

兄は市内転居で、今は隣

の学区の小学校に通って

いる。弟を新１年生から

本来の学区の小学校（兄

とは違う小学校）に通わ

せると、市内の小学校の

学校行事（授業参観や運

動会など）は同じ日なの

で、同時に開催される両

方の学校の行事に参加で

きない。市内の学校行事

が同じ日であることは、

先生方や給食、放課後児

童クラブの都合から効率

的・合理的なのはりかい

する。しかし、兄弟が同

じ学校に通えるという前

提があるから成り立つこ

とで、要綱改正で兄弟が

別の学校に通うことがあ

り得るとなると、この限

りでないと思う。この

「兄弟が別の学校に通

う」ことへの対応（配

慮）がパブリックコメン

トの資料からは読み取れ

ず、不安である。 

兄弟が別の学校に通うこ

とがあり得ることを前提

に学校行事の日を被らな

いようにするなどの対策

Ｃ 学校行事の日程については、地域の実情

等に応じて学校ごとに行事や取組が異な

ることから、日程の調整は困難であるこ

とをご理解ください。 

要綱の改正は令和８年４月１日を予定し

ており、令和８年３月 31日までの申請に

ついては、改正前の許可期間を適用しま

すので、ご意見のケースに支障はありま

せん。 

なお、説明資料「小田原市立小学校及び

中学校に係る指定学校の変更に関する要

綱等の一部改正について」で示した事例

「３ 兄弟姉妹同一校通学の許可期間【例

１】【例２】の「Ｒ８ .４月」は「Ｒ９ .

４月」の誤りでした。謹んでお詫び申し

上げます。この誤りによって通学できる

学校への影響はありません。 



を講じてもらいたい。  

６ 現在長男が小学校５年生

で居住地と違う学区の小

学校に通っており、次男

が来年度小学校入学を予

定している。 

この制度がある前提で引

っ越しをしたため、今急

に変わってしまうと困っ

てしまうため意見する。 

長男は現在の小学校に通

い、次男は学区の小学校

に入学すると、学校行事

や PTA 活動などを二重で

参加することになる。学

校行事が重なった場合片

親ずつ行くなど何かしら

を諦めないといけなくな

り、子どもに不利益があ

る。 

Ｃ 小田原市教育大綱の４つの基本方針のう

ちの１つである「地域ぐるみで取り組む

教育環境づくり」をもとに、原則学区の

学校へ通学することをご理解ください。 

要綱の改正は令和８年４月１日を予定し

ており、令和８年３月 31日までの申請に

ついては、改正前の許可期間を適用しま

すので、ご意見のケースに支障はありま

せん。 

なお、説明資料「小田原市立小学校及び

中学校に係る指定学校の変更に関する要

綱等の一部改正について」で示した事例

「３ 兄弟姉妹同一校通学の許可期間【例

１】【例２】の「Ｒ８ .４月」は「Ｒ９ .

４月」の誤りでした。謹んでお詫び申し

上げます。この誤りによって通学できる

学校への影響はありません。 

７ 現在長男が小学校５年生

で居住地と違う学区の小

学校に通っており、次男

が来年度小学校入学を予

定している。 

この制度がある前提で引

っ越しをしたため、今急

に変わってしまうと困っ

てしまうため意見する。 

長男は現在の小学校に通

い、次男は長男と同じ小

学校に入学し、長男が卒

業する２年時に転校する

と、転校前提で別の小学

校に入学させるのはあり

得ないと思う。私も転校

経験者であるが、特に人

間関係の作り直しなどで

わざわざ苦労させたくは

ない。 

Ｃ 小田原市教育大綱の４つの基本方針のう

ちの１つである「地域ぐるみで取り組む

教育環境づくり」をもとに、原則学区の

学校へ通学することをご理解ください。 

要綱の改正は令和８年４月１日を予定し

ており、令和８年３月 31日までの申請に

ついては、改正前の許可期間を適用しま

すので、ご意見のケースに支障はありま

せん。 

なお、説明資料「小田原市立小学校及び

中学校に係る指定学校の変更に関する要

綱等の一部改正について」で示した事例

「３ 兄弟姉妹同一校通学の許可期間【例

１】【例２】の「Ｒ８ .４月」は「Ｒ９ .

４月」の誤りでした。謹んでお詫び申し

上げます。この誤りによって通学できる

学校への影響はありません。 



８ 現在長男が小学校５年生

で居住地と違う学区の小

学校に通っており、次男

が来年度小学校入学を予

定している。 

この制度がある前提で引

っ越しをしたため、今急

に変わってしまうと困っ

てしまうため意見する。 

長男を学区の小学校に転

校し、次男は学区の小学

校に入学すると、人間関

係の作り直しなどでわざ

わざ苦労することなる。 

Ｃ 小田原市教育大綱の４つの基本方針のう

ちの１つである「地域ぐるみで取り組む

教育環境づくり」をもとに、原則学区の

学校へ通学することをご理解ください。 

要綱の改正は令和８年４月１日を予定し

ており、令和８年３月 31日までの申請に

ついては、改正前の許可期間を適用しま

すので、ご意見のケースに支障はありま

せん。 

なお、説明資料「小田原市立小学校及び

中学校に係る指定学校の変更に関する要

綱等の一部改正について」で示した事例

「３ 兄弟姉妹同一校通学の許可期間【例

１】【例２】の「Ｒ８ .４月」は「Ｒ９ .

４月」の誤りでした。謹んでお詫び申し

上げます。この誤りによって通学できる

学校への影響はありません。 

９ 現在長男が小学校５年生

で居住地と違う学区の小

学校に通っており、次男

が来年度小学校入学を予

定している。 

この改正が必要とされる

背景があるのは理解する

が、「あふれてるから一

律転校させて解決」とい

うのは拙速と言わざるを

得ない。（ついでに言う

と長男が通学している小

学校がそんなにあふれて

いるとは到底思えない） 

まずは「学校運営に支障

をきたす等の事由によ

り、希望する学校への就

学が困難なとき、不承認

とできる」ことだけで問

題ある学校の生徒数を地

道に減らしていくのがい

いのではないか。 

Ｃ 小田原市教育大綱の４つの基本方針のう

ちの１つである「地域ぐるみで取り組む

教育環境づくり」をもとに、原則学区の

学校へ通学することをご理解ください。 

ただ、例外としてやむなく学区外に通学

するケースも存在するため、公平な基準

を設けて運営していることをご理解くだ

さい。 



10 三の丸小学校学区在住し

ている。 

学区を縮小することはで

きないか。 

Ｃ 学区については「新しい学校づくり推進

事業」で、検討していきます。 

11 三の丸小学校学区在住し

ている。 

駅前に大型マンションが

増えかなり生徒が増えて

いる。 

また、隣の新玉小学校は

１学級なのは、なぜか。 

多くの方が三の丸小学校

に通えるように変更して

いるのを聞いたことがあ

り祖父母の住所が学区な

ので通っているなど、車

で通学している生徒もい

る。 

１クラスに数人は学区外

の生徒がいるのが現状で

ある。 

ただでさえ、学区外が多

く、大型マンションも増

えるなか子どもたちが満

足に学校生活を過ごすこ

とができているのか深刻

な問題だと考えている。 

Ｃ 本件の背景にもあるとおり、一部の学校

に児童生徒数の増加が続くと教室の確保

ができなくなるおそれがあるため、小田

原市学区審議会で審議した結果、改正の

検討をしています。今後も子どもたちが

適切な環境のもとで学校生活が送れるよ

う、運営を行っていきます。 

12 指定学校変更の条件の、

変更内容について賛成で

ある。ただ、この変更だ

けでは人数の増加に対応

しきれないのではないか

と思う。 

そもそも、現在の学区が

最寄りの学校に通えるも

のではないため、児童の

通学距離と児童数を考慮

した学区の見直しも、合

わせて求める。 

Ｃ 学区については「新しい学校づくり推進

事業」で、検討していきます。 



13 一律に学年で転校を決め

るのはやめてほしい。 

可能ならば、より融通が

きくようにしてほしい。

近隣の小学校なら選択可

能、兄弟の有無、子ども

の定員数など… 

他にも、教室の定員数を

あらかじめ定めておき、

それ以上になる場合は、

転校が必要。そうでない

場合は転校は不要とす

る。 

Ｃ 小田原市教育大綱の４つの基本方針のう

ちの１つである「地域ぐるみで取り組む

教育環境づくり」をもとに、原則学区の

学校への通学することとしています。 

ただ、例外としてやむなく学区外に通学

するケースも存在するため、公平な基準

を設けて運営していることをご理解くだ

さい。 

14 マンション数の増加によ

り駅周辺の人口が増える

ことが予測できることか

ら、駅周辺の学校におけ

る教室や教員の確保に務

める。今後は駅周辺や特

定の地域に子どもが集ま

ることが考えられるた

め、学校のあり方を検討

するべき。 

Ｃ 学区については「新しい学校づくり推進

事業」で、検討していきます。 

15 現在２人の子どもを育て

ているが、上の子の卒業

に伴い下の子が在籍でき

なくなる可能性があると

のこと、非常に遺憾であ

る。 

低学年だとしても本人の

意思とは反した転校は心

理的負荷が高い。 

このような提案が出るこ

と自体、理解ができな

い。 

Ｃ 小田原市教育大綱の４つの基本方針のう

ちの１つである「地域ぐるみで取り組む

教育環境づくり」をもとに、原則学区の

学校へ通学することをご理解ください。 

なお、既に就学している児童生徒及びそ

の兄弟姉妹については、不利益を被らな

いよう、経過措置を設けることといたし

ました。 



16 学区外という理由で近く

の小学校に通えない。重

たいランドセルを背負っ

て毎日通学するので少し

でも近くの小学校に通わ

せてあげたいと思うのは

わがままであろうか。 

富水地区は線路で学区を

区切っているが地区相違

も発生しており、学区外

の小学校のお便りが回覧

板で回ってくる。 

通う予定の小学校のお便

りは回ってこないため、

夏祭り等入学前に訪問す

る機会等も制限されてい

る。 

学区外通学の条件をもっ

と市民ファーストにして

ほしい。 

Ｃ 小田原市教育大綱の４つの基本方針のう

ちの１つである「地域ぐるみで取り組む

教育環境づくり」をもとに、原則学区の

学校への通学することとしています。 

例外としてやむなく学区外に通学するケ

ースも存在するため、公平な基準を設け

て運営していることをご理解ください。 

なお、学区については「新しい学校づく

り推進事業」で、検討していきます。 

17 慣れ親しんだ学校から強

制的に転校させるのは子

ども達への精神的ダメー

ジが大きいのでやめてい

ただきたい。 

Ｃ 小田原市教育大綱の４つの基本方針のう

ちの１つである「地域ぐるみで取り組む

教育環境づくり」をもとに、原則学区の

学校へ通学することをご理解ください。 

なお、既に就学している児童生徒及びそ

の兄弟姉妹については、不利益を被らな

いよう、経過措置を設けることといたし

ました。 

18 兄弟姉妹の同一校申請に

ついては、上の子どもと

下の子どもに年齢差があ

っても、従来どおり下の

子の卒業まで認めるべき

ではないか。途中で転校

は学習の進度等いろいろ

問題がありそうなので、

子どもがかわいそうであ

る。 

Ｃ 小田原市教育大綱の４つの基本方針のう

ちの１つである「地域ぐるみで取り組む

教育環境づくり」をもとに、原則学区の

学校へ通学することをご理解ください。 

なお、既に就学している児童生徒及びそ

の兄弟姉妹については、不利益を被らな

いよう、経過措置を設けることといたし

ました。 



19 抜本的に学区を見直すべ

きではないか。中学校も

しかりであるが、家から

近い学校（仮にＡ）に通

えず遠い学校（Ｂ）に学

区のせいで通わなければ

ならない生徒がいる一方

で、逆のパターンでＡに

通う生徒がいるような状

況はおかしいと思う。 

また、単級の学校が複数

ある中、三の丸小学校は

３から４クラスになって

いる。 

本町地区等の新規マンシ

ョンの転入者を現在単級

の学校に配置するよう、

学区の見直しを行うべき

ではないか。 

Ｃ 学区については「新しい学校づくり推進

事業」で、検討していきます。 

20 来年４月に小学校へ入学

する孫の事で心配してい

る。 

兄が入学後､隣接する学

区に転居したがそのまま

旧学区の小学校へ通学し

ている。 

来春､弟が入学するが兄

弟揃って同じ学校へ通学

するのは当然であり親を

はじめ関係者としては､

別々の小学校へ通学する

事は考えられない。 

しかし､改正案では兄が

卒業後､弟は現住所のあ

る小学校へ転校しなけれ

ばならない。 

小学校に入学し､学校生

活にも慣れ新しい友達が

出来た時期の転校はあま

りにも酷では無いか。 

Ｃ 小田原市教育大綱の４つの基本方針のう

ちの１つである「地域ぐるみで取り組む

教育環境づくり」をもとに、原則学区の

学校へ通学することをご理解ください。 

要綱の改正は令和８年４月１日を予定し

ており、令和８年３月 31日までの申請に

ついては、改正前の許可期間を適用しま

すので、ご意見のケースに支障はありま

せん。 

なお、説明資料「小田原市立小学校及び

中学校に係る指定学校の変更に関する要

綱等の一部改正について」で示した事例

「３ 兄弟姉妹同一校通学の許可期間【例

１】【例２】の「Ｒ８ .４月」は「Ｒ９ .

４月」の誤りでした。謹んでお詫び申し

上げます。この誤りによって通学できる

学校への影響はありません。 



転校が「いじめ」の要因

になる事もあるそうで大

変心配している。 

ぜひ､そのまま入学した

小学校への通学を認めて

いただきたい。 

 


